
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年９月３日 １３時４０分ごろ 

発生場所 北海道利尻富士町本
ほん

泊
どまり

漁港北方沖 

 本泊港北防波堤灯台から真方位０２０°３８０ｍ付近 

 （概位 北緯４５°１５.４′ 東経１４１°１１.３′） 

事故の概要  漁船辨天
べんてん

丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年９月４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 辨天丸、３.２トン 

 ＨＫ３－１０４１９９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼、プロペラシャフト及び舵に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、本泊漁港に向

けて約９ノットの対地速力で手動操舵により南西進中、停泊船を避け

てふだんより陸岸に寄った進路を選択した際、目視のみで航行を続け

ていたところ、本泊漁港北方沖の浅所（以下「本件浅所」という。）

に乗り揚げた。 

 船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの画面を魚群探知機モード

にしており、同モードでは航行中に水深が正しく表示されないので、

同画面を見ていなかった。 

 本船の喫水は、船首が約０.８ｍ、船尾が約１.５ｍであった。 

分析  本船は、南西進中、船長が、ふだんより陸岸に寄った進路を選択し

た際、目視のみで航行を続けたことから、本件浅所に向かっているこ

とに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、南西進中、船長が、ふだんより陸岸に寄った進

路を選択した際、目視のみで航行を続けたため、本件浅所に向かって

いることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ふだんと異なる進路を選択する場合、ＧＰＳプロッターで水深を

確認した上で航行すること。 
 


